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2026年３月 30日 

 

 

各 位 

 

会 社 名  三光産業株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 石井 正和 

（コード番号７９２２） 

問合せ先責任者  管理統括本部総務部長 元吉 俊介 

（電話番号 03-3403-8134） 

 

（変更）「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ 

 

当社が、2026 年２月３日付で公表いたしました「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知ら

せ」（2026 年３月 13 日付、2026 年３月 16日付、2026 年３月 25 日付及び 2026 年３月 27日付で公

表いたしました「（変更）「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関するお

知らせ」による変更を含みます。）について、一部変更すべき事項（当該変更を、以下「本変更」と

いいます。）がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

本変更は、株式会社バロン（以下「公開買付者」といいます。）による金融商品取引法施行令第 30

条第１項第４号に基づく要請により当社が本日付で公表した「（変更）株式会社バロンによる公開

買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「三光産業株式会社株式（証券コード：7922）に対する公開

買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ」に記載のとおり、公開買付者による当

社の普通株式に対する公開買付けに係る買付け等の期間が延長されたことに伴い、生じたものとな

ります。 

 

なお、変更箇所につきましては、下線で示しております。 

 

記 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（６）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公

開買付けの公正性を担保するための措置 

⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保 

（変更前） 
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公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいま

す。）を、法令に定められた最短期間が 20営業日であるところ、当該期間よりも長期の 43

営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を法令に定められた最短期間よりも

長期に設定することにより、当社の株主の皆様に対して本公開買付けに対する応募につ

いて適正な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対抗的な買付け等をする機会を

確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保しているとのことです。 

＜後略＞ 

 

（変更後） 

公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいま

す。）を、法令に定められた最短期間が 20営業日であるところ、当該期間よりも長期の 46

営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を法令に定められた最短期間よりも

長期に設定することにより、当社の株主の皆様に対して本公開買付けに対する応募につ

いて適正な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対抗的な買付け等をする機会を

確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保しているとのことです。 

＜後略＞ 

 

（参考） 

2026年３月 30日付「（変更）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「三光産業株式会社株式

（証券コード：7922）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ」 

 

以 上 
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2026 年３月 30 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 バ ロ ン 

代表者名 代表取締役 石井 正和 

 

（変更）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う 

「三光産業株式会社株式（証券コード：7922）に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ 

 

 

株式会社バロン（以下「公開買付者」といいます。）は、2026 年２月３日、三光産業株式会社（株式会社東京証

券取引所スタンダード市場、証券コード：7922、以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和

23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」

といいます。）により取得することを決定し、2026 年２月４日から本公開買付けを開始しておりますが、対象者よ

り本公開買付けに関する意見の一部の変更が 2026 年３月 27 日付で公表されたことに伴い、2026 年２月４日付で提

出いたしました公開買付届出書（2026年３月 16日付及び 2026年３月 25日付で提出いたしました公開買付届出書の

訂正届出書により訂正された事項を含みます。）の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂

正するため、本日、法第 27 条の８第２項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するとともに、法第

27 条の８第８項の規定により、公開買付けに係る買付け等の期間を 2026 年４月 13 日まで延長いたしました。 

 

これにより、2026 年２月３日付「三光産業株式会社株式（証券コード：7922）に対する公開買付けの開始に関す

るお知らせ」（2026年３月 16日付及び 2026年３月 25日付で公表いたしました「（変更）公開買付届出書の訂正届

出書の提出に伴う「三光産業株式会社株式（証券コード：7922）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の

変更に関するお知らせ」を含みます。）の内容を以下のとおり一部変更いたしますので、お知らせいたします。 

なお、変更箇所には下線を付しております。 

 

（４）買付け等の期間 

（変更前） 

2026 年２月４日（水曜日）から 2026 年４月８日（水曜日）まで（43 営業日） 

 

（変更後） 

2026 年２月４日（水曜日）から 2026 年４月 13 日（月曜日）まで（46 営業日） 

 

（５）決済の開始日 

（変更前） 

2026 年４月 14 日（火曜日） 

 

（変更後） 

2026 年４月 17 日（金曜日） 

 

 

詳細につきましては、公開買付者が本日提出した公開買付届出書の訂正届出書をご参照ください。 

以 上 
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